
報 第 ３ ２ 号  

 

専 決 処 分 報 告 に つ い て  

（ 新 潟 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 規 約 の 変 更 に つ い て ）  

 

 新 潟 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 規 約 の 変 更 に つ い て 、 別 紙 の と お り

専 決 処 分 し た の で 、 報 告 す る 。  

  令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ６ 月 ５ 日 提 出  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     
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専 第 ２ ５ 号  

 

新 潟 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 規 約 の 変 更 に つ い て  

 

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ９ １ 条 の ３ 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 新 潟 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 規 約 を 下 記 の と お り 変 更 す

る も の と す る 。  

以 上 同 法 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 専 決 処 分 す る 。  

令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ５ 月 ２ ７ 日  

 

       柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     

 

 

 

記  

新 潟 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 規 約 の 一 部 を 変 更 す る 規 約  

 新 潟 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 規 約 （ 平 成 １ ９ 年 新 潟 県 市 町 村 第 １

４ ０ １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 変 更 す る 。  

第 ４ 条 中 「 に 規 定 す る 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 事 務 の う ち 、 次 に 掲

げ る 」 を 「 及 び 高 齢 者 医 療 確 保 法 に 基 づ く 命 令 に 基 づ き 後 期 高 齢 者 医

療 広 域 連 合 が 行 う も の と さ れ た 後 期 高 齢 者 医 療 の 事 務 及 び そ れ に 付 随

す る 」 に 改 め 、 同 条 た だ し 書 及 び 各 号 を 削 る 。  

第 １ ７ 条 第 ２ 項 中 「 別 表 第 ２ 」 を 「 別 表 」 に 改 め る 。  

別 表 第 １ を 削 り 、 別 表 第 ２ を 別 表 と す る 。  

附  則  

こ の 規 約 は 、 令 和 ６ 年 １ ２ 月 ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

3



 

4



 

参
考

資
料

 

 
新

潟
県

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
規

約
（

平
成

１
９

年
２

月
２

７
日

新
潟

県
市

町
村

第
１

４
０

１
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
広
域
連
合
の
処
理
す
る
事
務
）
 

（
広
域
連
合
の
処
理
す
る
事
務
）
 

第
４
条
 
広
域
連
合
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
57
年
法
律
第
80
号
。
以
下

「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。
）
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
に
基
づ
く
命
令
に
基
づ
き
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
後
期
高
齢
者
医
療
の
事
務
及
び
そ
れ
に
付
随
す
る
事
務

を
処
理
す
る
。
 

第
４
条
 
広
域
連
合
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
57
年
法
律
第
80
号
。
以
下

「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
事
務
の
う
ち
、
次
に

掲
げ
る
事
務
を
処
理
す
る
。
た
だ
し
、
各
号
の
事
務
の
う
ち
、
別
表
第
１
に
定
め
る
事
務
に
つ
い
て

は
、
関
係
市
町
村
に
お
い
て
行
う
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(１
) 

被
保
険
者
の
資
格
の
管
理
に
関
す
る
事
務
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(２
) 

医
療
給
付
に
関
す
る
事
務
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(３
) 

保
険
料
の
賦
課
に
関
す
る
事
務
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(４
) 

保
健
事
業
に
関
す
る
事
務
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

(５
) 

そ
の
他
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
施
行
に
関
す
る
事
務
 

 

（
広
域
連
合
の
経
費
の
支
弁
の
方
法
）
 

（
広
域
連
合
の
経
費
の
支
弁
の
方
法
）
 

第
17
条
 
（
略
）
 

第
17
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
第
１
号
に
規
定
す
る
関
係
市
町
村
の
負
担
金
の
額
は
、
別
表
の
負
担
割
合
等
に
よ
り
、
広
域

連
合
の
予
算
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

２
 
前
項
第
１
号
に
規
定
す
る
関
係
市
町
村
の
負
担
金
の
額
は
、
別
表
第
２
の
負
担
割
合
等
に
よ
り
、

広
域
連
合
の
予
算
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）
 

 
 

関
係
市
町
村
に
お
い
て
処
理
す
る
事
務
 

１
 

被
保
険
者
の
資
格
管
理
に
関
す
る
申
請
及
び
届
出
の
受
付
 

２
 

被
保
険
者
証
及
び
資
格
証
明
書
の
引
渡
し
 

３
 

被
保
険
者
証
及
び
資
格
証
明
書
の
返
還
の
受
付
 

４
 

医
療
給
付
に
関
す
る
申
請
及
び
届
出
の
受
付
並
び
に
証
明
書
の
引
渡
し
 

５
 

保
険
料
に
関
す
る
申
請
の
受
付
 

６
 

上
記
事
務
に
付
随
す
る
事
務
 

 

5



 

改
正
後
 

改
正
前
 

別
表
（
第
17
条
関
係
）
 

別
表
第
２
（
第
17
条
関
係
）
 

（
略
）
 

 

（
略
）
 

 

備
考
（
略
）
 

備
考
（
略
）
 

 
 

 

6


